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永く松山市に住んでいただくため、住環境を良好にするリフォーム工事を応援します。 

 

対象住宅 

対 象 者 

以下の全てに該当する人・住宅 

●工事を行う住宅を所有する登記名義人で、当該住宅に居住している人、 

又は実績報告時までに居住する人 

●松山市税を完納している人（一部例外あり） 

●昭和５６年６月１日以降に着工され、築１０年経過した住宅、 

又は昭和５６年５月３１日以前着工だが、耐震性を証明できる住宅 

※過去５年以内（令和元年度以降）に「わが家のリフォーム応援事業」の補助金を受けた方は対象外です。なお、同一住宅 

で建物の共有名義人が５年以内に補助金を受けた場合も対象外です。 

対象工事 リフォーム工事 ※対象工事費の合計が税抜５０万円以上から申請可 

※本事業は、松山市内に営業所等がある施工業者と工事請負契約を交わすことが条件です。 

※既に工事請負契約が済んでいる場合や、工事を着工・完了している場合は対象外です。 

補助金額 対象工事費（税抜）の１０％かつ、上限２０万円 

加算金額 
条件に該当する場合、補助金額にそれぞれ１０万円が加算されます。 

●移住者加算      ●空き家バンク加算 

●高齢者世帯加算    ●子育て世帯加算 

募 集 枠 

及び 

受付期間 

 第 1 期 募 集 第 ２ 期 募 集 

募 集 枠 ８，０００万円 ４，０００万円 

事前申請 
令和６年５月７日（火） 

  ～５月２３日（木） 

令和６年７月２２日（月） 

    ～８月７日（水） 

抽 選 令和６年５月２８日（火） 令和６年８月１３日（火） 

本 申 請 
令和６年６月３日（月） 

  ～７月１２日（金） 

令和６年８月１９日（月） 

   ～９月３０日（月） 

補欠者：１０月７日（月）～２１日（月） 

実績報告 令和６年１１月２９日（金）まで        
令和７年２月１９日（水）まで 

（補欠者も同日まで） 

詳細は４ページ 

詳細は 5ページ 
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郵送 

郵送 

郵送 

◆事前申請から補助金受領までの手続きの流れ  ※施工業者による代理申請可 

 

 

 

 

  

  

事前申請書類 受付 

募集枠を 

超えた場合 

【事前申請受付期間】 

第１期 ５／７～（火）～５／２３（木） 

第２期 ７／２２（月）～８／７（水） 

抽選結果受取（申請者全員） 

当選者のみ 

本申請書類 提出 本申請書類 受付 

審査 

約２週間 

【本申請受付期間】 

第１期 ６／３（月）～７／１２（金） 

第２期 ８／１９（月）～９／３０（月） 

（補欠者）１０／７（月）～１０／２１（月） 

交付決定通知書 送付 交付決定通知書 受取 

「補助金交付決定通知書」を受け取り

後、工事請負契約を交わしてください！ 

工事請負契約・着工 

実績報告書 提出 実績報告書 受付 

交付額確定通知書 送付 

申 請 者 松 山 市 

交付額確定通知書 受取 

補助金交付請求書 提出 補助金交付請求書 受付 

補助金交付（口座振込） 補助金受領☺ 

【実績報告書提出期限】 

第１期 １１／２９（金）まで 

第２期 ２／１９（水）まで（補欠者も同日） 

工事完了後 

事前申請書類 提出 

審査 

約２週間 

約１ヵ月 

住宅課窓口へ 

住宅課窓口へ 

住宅課窓口へ 

同封 

注 意 

抽 選 

第１期 ５／２８（火） 

第２期 ８／１３（火） 
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◆補助対象住宅詳細 

住宅の種類 条件・備考 

戸建住宅 「申請者」が登記名義人であること。（法人としての所有は対象外） 

分譲マンションは申請者の専有部分のみ。（共有スペースは対象外） 分譲マンション 

併用住宅 

（店舗・事務所等） 

・延床面積の 1/2以上を居住に使用し、建物内部で行き来できるもの。 

・住宅の外壁・屋根及び居住に使用しているスペースの改修に限る。 

（店舗・事務所部分等の改修は対象外） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆補助対象外建物 

 未登記の住宅、店舗、事務所、工場、車庫、倉庫、離れ、物置、賃貸住宅（内部・外部ともに） 

 ※ビルトインガレージは、塗装工事の対象になる場合があります。 

 

◆各申請の受付場所・受付時間 

 松山市役所 本館７階 住宅課窓口のみ（各支所・市民サービスセンター、郵送での申請不可） 

 平日のみ８：３０～１７：００まで 

 ※補助金交付請求書、申請者向けアンケートのみ郵送または各支所へ提出可 

  

◆抽選について 

 ●事前申請額が各募集枠を超えたときは、抽選を行います。 

 ●事前申請額が各募集枠に満たないときは、事前申請者全員が本申請できます。 

 ●抽選の有無及び抽選結果は、松山市のホームページに掲載します。 

  （各抽選日の夕方頃から翌日までには掲載予定です） 

 ●抽選結果、及び抽選が行われなかった場合も、全ての事前申請者の方に郵送にて通知します。 

 

◆第２期補欠者について 

 ●当選者の辞退等により予算が余る場合を想定し、第２期のみ抽選後に補欠者の抽選を行い、 

  補欠番号を付番します。 

 ●補欠番号を付番された方には、予算残額に応じて補欠番号順に本申請の可否を決定します。 

  予算残額によっては、本申請のご案内ができない場合がありますことをご了承ください。 

 ●補欠者の本申請のご案内は、第２期本申請受付終了後に松山市ホームページに掲載し、 

補欠者には住宅課より連絡、通知いたします。 

 ●補欠者の実績報告期日も、令和７年２月１９日（水）までです。 

   

補助対象住宅の「建物の登記名義人」「建築年月日」が曖昧な場合は、必ず法務局にて 

ご確認の上、事前申請を行ってください。土地の登記名義人は申請不可。 

事前申請時から本申請時に「申請者」の変更は、親族間でもできません。 

昭和５６年５月３１日以前着工で、耐震性がない住宅は申請できません。 

注 意 
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◆リフォーム工事（補助対象工事） 

外部工事 

屋根 塗装、葺き替え、瓦の取替など 

外壁 塗装、張り替え、シール打ち替えなど 

雨樋 取替、塗装 

開口部 玄関扉取替、サッシ・ガラスの取替 

その他 ベランダ・バルコニー等の防水、既存の外装の修繕等 

内部工事 

内装工事 床、壁、天井材の張替・塗替え、間仕切りの移動 

左官工事 玄関・浴室・土間等のタイルの張替 

建具工事 建具の取替、ガラスの取替、網戸の張替・取替 

造作工事 棚等造り付け家具の設置、手摺の設置 

その他 既存の内装の修繕等 

設備工事 

浴室工事 ユニットバス等への取替、浴槽の取替 

厨房工事 システムキッチン等への取替、厨房設備工事 

衛生設備工事 
洗面化粧台の取替、便器の取替（配管等を含む） 

給水管・排水管・ガス管の取替、給湯器取替 

電気工事 
換気設備の設置、配線、コンセント設置 

（工事を伴わない電化製品等の設置を除く） 

その他工事 

既存住宅の増改築工事（既存住宅全部の解体工事は除く） 

昇降設備工事（ホームエレベーター等の設置）、玄関土間の段差解消 

外部・内部・設備工事に関連して行う部分解体工事 

外部・内部工事に伴う構造部材等の補強又は修繕 

（木造住宅耐震改修等補助事業を利用して行う補強又は修繕を除く） 

※補助対象工事に係る「諸経費」は、対象工事費に含めて問題ありません。 

 

◆補助対象外工事・補助対象外見積費目 

外部工事 

門扉、塀（ブロック塀等）、植栽、剪定 

下水道、浄化槽の改修・設置また設置に伴う配管工事、雨水浸透ます、雨水タンクの設置 

防犯機器・通信機器等の設置工事 

アンテナのみの取替工事、太陽光発電システム設置工事 

ウッドデッキ・サンルーム・バルコニー等の新設及び取替工事 

内部工事 

エアコン等家電製品の設置工事、火災報知器等防災機器の設置工事 

カーテン・ブラインド・ロールスクリーン等の装飾品 

シロアリ駆除等の消毒、薬剤散布 

ハウスクリーニング、排水管等の清掃 

見積費目 消費税、設計料、申請手数料、保険加入費、警備費、電力申請費など 
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◆補助金額の算定 

 対象工事費（税抜）の１０％（上限は２０万円）と、加算金額の合計額。 

  ※補助金額に１，０００円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てます。 

※補助金額が、補助対象工事費の１／２を超える場合、対象工事費の１／２が補助額となります。 

   

◆加算金額について 

 下記条件に該当する場合、補助金額にそれぞれ１０万円を加算します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆補助金額の算定例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例１）対象工事費が１００万円（税抜）の場合。 

    ⇒１０％の１０万円を補助 

（例２）対象工事費が３００万円（税抜）の場合。 

    ⇒上限の２０万円を補助 

（例３）対象工事費が１５０万円（税抜）で、申請者が８０歳の場合。 

    ⇒１０％の１５万円と、高齢者世帯加算の１０万円 合わせて 25万円を補助 

 

 

    ⇒１０％の１０万円を補助 

●移住者加算 ※以下の全てに該当する方のみ

・令和３年４月１日以後に、市外から補助対象住宅に直接転入し、

実績報告後３年以上居住する人

・令和３年４月１日以後に、中古住宅を購入した人

・実績報告までに居住する人

●空き家バンク加算

令和５年４月１日以後に「全国版空き家バンク・空き地バンク」に

登録された住宅を購入し、補助対象工事を行う人

●高齢者世帯加算

本申請日時点で、申請者が７５歳以上である場合

●子育て世帯加算

本申請日時点で、申請者の世帯に１８歳未満の子供が２人以上

（妊娠している場合を含む）同居している場合

※実績報告時までに、申請者と同居する場合も可

（例４）対象工事費が６０万円（税抜）で、申請者は今年「空き家バンク」に登録された住宅を購入し、市外から

移住してきた。且つ、１８歳未満の子供２人と同居する場合。 

    ⇒１０％の 6万円と、移住者加算、空き家バンク加算、子育て世帯加算の３０万円 ≒３６万円 

     ただし、対象工事費の１／２を超えるため、補助金額は３０万円となる 
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◆各申請時に必要な書類 

【事前申請時】必要提出書類 記載例 

①補助金交付事前申請書 
・申請者氏名に、ふりがな記入 

・工事費は税抜金額を記入 
P10 

②補助対象工事の見積書（コピー） 
・書式は自由 

・施工業者の押印、代表者名記入 
P12 

③委任状（事前申請用） ・代理の方（施工業者）が申請する場合 － 

 

 

 

 

 

 

 

【本申請時】必要提出書類 記載例 

①補助金交付申請書（様式第１号） ・工事費は税抜金額を記入 P11 

②住民票の写し 
・３ヵ月以内に発行されたもの（コピー不可） 

・子育て世帯加算は、同居する家族全員の住民票（続柄あり） 
－ 

③完納証明書（松山市税） ・３ヵ月以内に発行されたもの（コピー不可） － 

④登記事項証明書（建物） ・管轄法務局で３ヵ月以内に発行されたもの（コピー不可） － 

⑤確約・同意書（様式第２号） ・全事項をよく読んで、現住所・氏名を記入 － 

⑥補助対象工事の見積書（原本） ・施工業者の押印、代表者名記入 P12 

⑦補助対象住宅の平面図 
・内部・外部工事問わず、全ての階の平面図が必要 

・工事内容を記載 
P13 

⑧補助対象住宅の全景写真 

 及び施工前写真 
・補助対象箇所は全て必要 P14 

⑨補助対象住宅の位置図 ・住宅地図のコピーで可 － 

⑩委任状 ・代理の方（施工業者）が申請する場合 

該
当
者
の
み
提
出 

⑪耐震性を証明する書類 ・昭和５６年５月３１日以前着工住宅の場合 

⑫移住者加算に関する誓約・承諾書 ・移住者加算を申請する場合 

⑬空き家バンクに登録していた 

 ことを証明する書類 
・空き家バンク加算を申請する場合 

※その他市長が必要と認める書類を提出していただく場合があります。 

※各申請書は、住宅課のホームページからダウンロードできます 

●事前申請受付時、抽選番号を記入した控えをお渡しします。抽選日まで保管してください。 

●本申請時に事前申請時から工事金額・加算金額が増額しても、補助金の増額はできません。 

注 意 
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【参考】提出書類の取得場所 

書類 取得場所 備考 手数料 

住民票の写し（松山市） 

●松山市役所 本館１階 市民課 

       089-948-6342 

●各支所・市民サービスセンター 

・続柄を表示 

・本籍、個人番号、住民票

コードの表示は不要 

１通： 

300円 

戸籍謄本 

●松山市役所 本館１階 市民課 

       089-948-6342 

●各支所・市民サービスセンター 

・単身赴任者が申請する 

場合必要 

１通： 

450円 

完納証明書（松山市税） 

●松山市役所 本館２階 納税課 

       089-948-6299 

●各支所・出口出張所 

・市民サービスセンターで

は取得不可 

１通： 

300円 

登記事項証明書（建物） 

●松山地方法務局 

 松山市宮田町 188-6 

 （松山地方合同庁舎） 

       089-932-0888 

●松山地方法務局 砥部出張所 

 伊予郡砥部町原町 171-1 

       089-962-2140 

・下記地域は砥部出張所で

しか発行できません 

 ※森松町、南高井町、井門

町、東方町、津吉町、中野町、

小村町、上野町、上川原町、

大橋町、西野町、恵原町、浄

瑠璃町、久谷町、窪野町、小

野町、北梅本町、南梅本町、

水泥町、平井町 

１通： 

600円 

※マイナンバーカードを使ってのコンビニ交付サービスは、住民票の写し、戸籍謄本のみ発行できます。 

   ※他市から転入（予定）の方など、完納証明書が発行されなかった場合は、本申請時にその旨職員にお伝えください。 

「確約・同意書」の提出により、申請者の同意を得たものとして、職員が市税の納付状況を確認させていただきます。 

     ※市民サービスセンター（いよてつ高島屋）は、毎週火曜日が定休日です。 
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【実績報告時】必要提出書類  ※工事完了後、速やかに提出してください。 記載例 

①実績報告書（様式第６号） ・工事費は税抜金額を記入 P16 

②完成届（様式第７号） ・施工業者が記入（会社印を押印） P17 

③施工中写真 ・施工箇所ごとに手順がわかるよう撮影 P14 

④施工後写真 
・補助対象箇所は全て撮影 

・外壁改修等の場合、足場を解体してから撮影すること 
P14 

⑤工事請負契約書又は 

 注文書・請書のコピー 

・申請者と施工業者の双方が署名押印すること 

・補助対象外工事を含めて契約する場合は、補助対象額（税抜）を 

記入する 

－ 

⑥補助対象工事等に係る 

 領収書のコピー 

・会社印を押印 

・工事請負契約金額と領収額が同額であること 
－ 

⑦転居後の住民票の写し ・本申請時から住所を変更した場合（コピー不可） 該
当
者
の
み
提
出 

⑧登記事項証明書（建物） 
・売買物件で本申請時に建物の登記名義変更手続きが完了して 

いなかった場合 （コピー不可） 

⑨建築確認の検査済証（コピー） ・増築を含む工事で建築確認申請が必要な工事 

※「補助金交付請求書」は、住宅課より申請者へ送付しますので、実績報告時は提出不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●書類にフリクションペン（こすると消えるペン）や鉛筆での記入不可。 

フリクションペン等で記入された書類は、再提出していただきます。 

●書類に誤記入した場合は、二重線にて訂正してください。訂正印は不要。 

  ※申請者氏名や工事金額など、一部訂正できない箇所もあります。 

  修正テープ、修正ペン、砂消し等は使用不可。 

 ●同じ施工箇所で、松山市が実施する他の補助金制度・事業（下記）と重複しての 

申請はできません。 

介護保険制度を利用した住宅改修（手摺取付など） 介護保険課 

節水シャワーヘッド購入助成制度 水資源対策課 

木造住宅耐震改修等補助事業 建築指導課 

家庭用エコキュート補助金 環境モデル都市推進課 

  ※国等が行う補助金制度は、重複申請しても問題ありません。 

注 意（各申請時共通） 
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◆変更承認申請について 

 本申請時から工事内容（金額）等に変更が生じた場合は、「補助金交付変更（中止）承認申請書」 

 （様式第４号）と変更後の見積書（原本）等を住宅課窓口まで提出してください。P15を参照。 

提出後、約２週間程度で「補助金交付変更承認通知書」を申請者へ郵送します。 

 補助金額が変わらない場合も、補助対象工事の内容に変更がある場合は、変更承認申請が必要です。 

 

 

（変更パターン１）工事請負契約・着工前に変更が生じた場合 

 

 

 

 

 （変更パターン２）工事請負契約・着工後に変更が生じた場合 

 

 

 

 

 （変更パターン３）補助対象工事とは別場所の工事が追加になった 

方法１：追加分の工事は、補助対象工事とは別で請負契約、領収する。 

方法２：請負契約、領収を１つにする場合は、実績報告時に追加工事分の見積書を併せて 

            提出する。 

 

  

工事内容変更発生 

本申請
交付決定通知書

受取

契約

・着工
変更承認申請

変更承認通知

受取

変更内容で

契約・着工

工事内容変更発生 

本申請
交付決定通知書

受取
変更承認申請

変更承認通知
受取

変更内容で

契約・着工

ご不明な点等は、あらかじめ住宅課までご相談ください 

●必ず、変更内容が生じた時点で、変更承認申請の手続きをしてください。 

 実績報告時に本申請時から工事内容・金額が変わっていた場合は受理できません。 

●変更内容により、工事内容を示した平面図、施工前写真を提出していただく場合があります。 

注 意 

※実績報告時、変更後の工事請負契約書（コピー）を提出 

※実績報告時、変更前と変更後の工事請負契約書 

（コピー）の両方を提出 
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補 助 金 交 付 事 前 申 請 書 

令和 ６ 年   月   日 

（宛先）松山市長 

 

 

申請者 郵便番号 ７９０－○○△△ 

 住  所 松山市○○町△－△△ 

 （方 書） ○△□マンション１０１号室 

 
氏
フ リ

  名
ガナ

  松山
マツヤマ

 太郎
タ ロ ウ

 
 

 電話番号 ０８９―○○○―△△△△ 

 

 

 令和６年度において，下記のとおり「松山市わが家のリフォーム応援補助金」を受けたく，関係書類 

を添えて事前申請します。 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 太枠内は記入しないでください。 

※ 方書にはマンション・アパート名等をご記入ください。 

※ 補助金額に１，０００円未満の端数が生じたときは，その端数を切り捨てます。 

工事予定住宅の所在地 

（住所） 

松山市○○町○－○ 

（方書） 

工事予定住宅に関する誓約 

※チェックを入れる 

（②③はどちらか） 

①「申請者」が登記名義人として所有する住宅である（必須）     ☑ 

②昭和56年6月１日以降着工の住宅で築10年以上経過している  □ 

③昭和56年5月31日以前着工の住宅で耐震性がある        ☑ 

施工業者 

業者名 株式会社○×建設 

所在地 松山市二番町○丁目△－□ 

電話番号 ０８９－○○○－□□□□ 

補助対象工事費（税抜） ￥    １，９６０，０００  円 円 

加 算 

※該当箇所のみチェック 

移住者             □ 

円 
空き家バンク        ☑ 

高齢者世帯         ☑ 

子育て世帯         □ 

補助金合計 円 

補助金交付申請額   円 

備 考  

◆記載例◆ 補助金交付事前申請書 

上記受付番号が抽選番号です 

窓口で書類確認のうえ、記入していただきます 

 

、 

税抜金額を記入 

 

、 

太枠内は記入しないでください。 

受付時、職員が記入します。 

マンション名等は 

（方書）に記入 
※単身赴任中の方は、現住所 

（市外）をご記入ください 

 

、 
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様式第１号（第６条関係）  

 令和 ６ 年  月  日 

 

（宛先）松山市長 

申請者 郵便番号 ７９０－○○△△ 

住  所 松山市○○町△－△△ 

 （方 書） ○△□マンション１０１号室 

 
氏
フリ

  名
ガナ

  松山
マツヤマ

 太郎
タ ロ ウ

 
 

 電話番号 ０８９―○○○―△△△△ 

 

補助金交付申請書 

 

令和６年度において下記のとおり松山市わが家のリフォーム応援補助金を交付されたく， 

松山市わが家のリフォーム応援補助金交付要綱第６条の規定により，関係書類を添えて 

申請します。 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 太枠内は記入しないでください。 

※ 方書には、マンション・アパート名等をご記入ください。 

※ 補助金額に１，０００円未満の端数が生じたときは，その端数を切り捨てます。 

工事予定住宅の所在地 

（地番） 

松山市○○町○－○ 

（方書） 

施工業者 

業者名 株式会社○×建設 

所在地 松山市二番町○丁目△－□ 

代表者名 愛媛 二郎 

電話番号 ０８９－○○○－□□□□ 

工事期間（予定） 令和６年７月１日  ～ 令和６年９月３０日 

補助対象工事費（税抜） ￥  １，９６０，０００ 円 円 

加 算 

※該当箇所のみチェック 

移住者     □ 

円 
空き家バンク  ☑ 

高齢者世帯   ☑ 

子育て世帯   □ 

補助金合計 ￥                  円 

補助金交付申請額 ￥                  円     

◆記載例◆ 補助金交付申請書（様式第１号） 

窓口で書類確認のうえ、記入していただきます 

 

、 
マンション名等は 

（方書）に記入 

地番は登記事項証明書の「所在」の通り記入 

税抜金額を記入 

 

、 

太枠内は記入しないでください。 

受付後、職員が記入します。 

※単身赴任中の方は、現住所（市外）をご記入ください 

 

、 
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 松山 太郎 様 

工 事 名 ：松山 太郎様邸外部・内部改修工事 

工 事 場 所 ：松山市○○町○－○ 

工 期  

着工 令和 年 月 日 ～ 

完成 令和 年 月 日 

見積有効期限 令和 年 月 日 

施 工 業 者  

社 名   株式会社○×建設 

住 所   松山市二番町○丁目△－□ 

電 話   089-○○○－□□□□ 

代 表 者  愛媛 二郎   印 

合 計 金 額 ￥２，１５６，０００（税込） 内訳次のとおり 

品 名 規 格 数 量 単 価 金 額 

【外部工事】外壁塗装 

 仮設足場(くさび緊結式足場） W600 280 ㎡ 900 ¥252,000 

 高圧洗浄  250 ㎡ 300 ¥75,000 

 ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去・打換  125ｍ 600 ¥75,000 

 下地調整(ｾﾒﾝﾄ系 C-2)  250 ㎡ 900 ¥225,000 

 外装薄塗材 2 回塗り 250 ㎡ 1300 ¥325,000 

 諸経費   1 式  ¥30,000 

小計 ¥982,000 

【内部工事】浴室改修 

 ◇◇製 システムバス 本体 1216 ｻｲｽﾞ 1 式  ¥700,000 

 既存浴室解体・撤去 3 人工 2 ㎡ 45,000 ¥90,000 

 システムバス土間基礎設置 3 人工 2 ㎡ 20,000 ¥40,000 

 システムバス設置工事 3 人工 2 ㎡ 50,000 ¥100,000 

 諸経費   1 式  ¥55,000 

小計 ¥985,000 

合計 ¥1,967,000 

値引き ▲7,000 

合計（税抜） ¥1,960,000 

消費税（１０％） ¥196,000 

合計金額（税込） ¥2,156,000 

◆記載例◆ 補助対象工事の見積書 

工事費を合算し、「一式」

「○○パッケージ」とし

たもの等は不可 

 

御見積書 
申請者名はフルネームで記載 

会社印を押印、代表者名記載 

（会社印がない場合は代表者の

個人印を押印） 

松山市外に本社がある場合は、 

市内営業所の住所も必ず記載 

作成日：令和○年○○月○○

日 

値引きをする場合は、税抜段階で行う 
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9,000

5,
00
0

便所物入

洋間②

洋間③

廊下

２階平面図 Ｓ=1/100

洋間①

リビングダイニング

物入 物入

玄関

ホール
便所

洗面室

浴室

１階平面図 Ｓ=1/100

9,
00
0

改修工事個所を示す。

12,000

浴室改修

松山 太郎 様邸 

 

外部工事：外壁塗装 

内部工事：浴室改修 

工事内容を記入 

◆記載例◆ 補助対象住宅の平面図 

工事内容に限らず、全ての階の平面図が必要 

（外壁・屋根等の工事でも必要） 
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（ 施工前・中・後 ）       申請者氏名   松山 太郎        

工事写真台紙 

 

 

 

  

工事箇所 

               

 

 

工事内容 

               

               

               

               

   

 

 

  

工事箇所 

               

 

 

工事内容 

               

               

               

               

   

 

 

  

工事箇所 

               

 

 

工事内容 

               

               

               

               

 

工事黒板又は添え書きで 

工事箇所や内容を記入 

施工前写真について 

・住宅の外観写真もつけること（１枚で可） 

・補助対象工事箇所は全て撮影する 

・外壁改修の場合は、東西南北４方向から各１枚 

・屋根改修の場合は、足場設置後に撮影し、実績報告 

 時に必ず提出すること（着工前撮影は困難なため） 

・併用住宅の場合は、居住部分と店舗・事務所等がつな

がっている部分の写真も添付する 

申請者の氏名を記入 

施工中写真について 

・施工箇所ごとに、手順が確認できるように撮影する 

・足場設置を行う場合は、足場組立時の撮影する 

・工事完成時に隠れてしまう箇所（下地材の改修等） 

 は撮影する 

施工後写真について 

・施工前写真と似たアングルで撮影する 

・外壁改修の場合は、東西南北４方向から各１枚 

・外壁等は足場を解体してから撮影する 

※カラー写真に限る 

※専用台紙か、Ａ４用紙に３～４枚 

を貼り付けて提出してください 

◆記載例◆ 施工前・施工中・施工後写真 
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様式第４号（第８条関係） 

      令和   年  月  日 

 

（宛名）松山市長 

 

申請者 郵便番号 ７９０－○○△△ 

住  所 松山市○○町△－△△ 

 （方 書） ○△□マンション１０１号室 

 氏  名 松山
マツヤマ

 太郎
タ ロ ウ

 

 電話番号 ０８９―○○○―△△△△ 

 

補助金交付変更（中止）承認申請書 

 

令和６年 ●●月 ▲▲日付け第 ●▲■ 号で交付決定を受けた補助事業の内容を変更した 

いので，松山市わが家のリフォーム応援補助金交付要綱第８条第１項の規定により，下記の 

とおり申請します。 

記 

変更内容・理由 

（工事） 
外壁塗装工事のシーリング撤去・打換工事が不用になったため 

その他変更内容 当初の見積金額（税抜）から１０，０００円値引きしたため 

変更金額 

（変更前・後） 

（変更前） 

補助対象工事費 ￥ 1,960,000 円 

（加算） 

□移住者    ☑空き家バンク 

☑高齢者世帯  □子育て世帯 

（変更後） 

補助対象工事費 ￥ 1,875,000 円 

（加算） 

□移住者    ☑空き家バンク 

☑高齢者世帯  □子育て世帯 

交付予定額（※） ￥  ３９６，０００ 円      

変更交付申請額 ￥  ３８７，０００ 円      

変更差額              ￥ ９，０００ 円 （ 変更なし ・ 減額 ）  

添付資料 

(1) 工事の変更内容が分かる書類 

(2) 変更後の補助対象工事の見積書（工事額の変更前・変更後が分かるように記載すること） 

(3) その他市長が必要と認める書類 

※補助金交付決定通知書に記載されている額 

  

◆記載例◆ 補助金交付変更（中止）承認申請書（様式第４号） 

交付決定日、番号を記入 

（「補助金交付決定通知書」の 

右上に記載） 

窓口で書類確認のうえ、記入していただきます 

 

、 

当初の補助金額を記入 

変更後の補助金額を記入 

※工事中止等で補助金を辞退する場合も、

この様式を提出してください。 
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様式第６号（第９条関係） 

  令和  年  月  日 

 

（宛名）松山市長 

 

 

申請者 郵便番号 ７９０－○○△△ 

 住  所 松山市○○町○－○ 

 （方 書）  

 氏  名  松山 太郎 

 電話番号 ０８９―○○○―△△△△ 

 

 

実績報告書 

 

令和６年 ●●月 ▲▲日付け第 ●▲■ 号により交付決定を受けた松山市わが家のリフォ 

 ーム応援補助金について，対象となる工事が完了しましたので，松山市わが家のリフォーム 

応援補助金交付要綱第９条第１項の規定により，関係書類を添えて報告します。 

 

工事実施住宅の所在地 

（地番） 

松山市○○町○－○ 

（方書） 

施工業者 

業者名 株式会社○×建設 

代表者名 愛媛 二郎 

補助対象工事費（税抜） ￥ １，８７５，０００ 円 

加 算 

※該当箇所のみチェック 

 移住者       □ 

 空き家バンク    ☑ 

 高齢者世帯     ☑ 

 子育て世帯     □ 

※ 方書にはマンション・アパート名等をご記入ください。 

 

◆記載例◆ 実績報告書（様式第６号） 

交付決定日、番号を記入 

（「補助金交付決定通知書」の 

右上に記載） 

※変更申請した場合は、変更承

認通知書に記載の日付と番号 

窓口で書類確認のうえ、記入していただきます 

 

、 

工事後に転居した場合は、 

転居後の住所を記入 

地番を記入 

※単身赴任中の方は、現住所（市外）をご記入ください 

 

、 
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様式第７号（第９条関係） 

 

 

完 成 届 

 

工事発注者 

（申請者） 

（現住所）松山市○○町○－○ 

（方 書） 

（氏 名）松山 太郎 

工事実施住宅の 

所在地（地番） 

 松山市○○町○－○ 

（方 書） 

工事内容 

（箇所） 

外部工事：外壁塗装 

内部工事：ユニットバス入替 

工事期間 

（着工日）   令和 ●● 年 ■■ 月 ▲▲ 日 

（完了日）   令和 ●● 年 ■■ 月 ▲▲ 日 

 

 

  上記について，申請どおり工事が完了したことを証明します。 

 

令和  年  月  日 

 

業者名 株式会社○×建設 

所在地 松山市二番町○丁目△－□ 

代表者名 愛媛 二郎       印 

電話番号 ０８９－○○○－□□□□ 

      

※法人の場合は，代表者の署名又は記名の上、押印をお願いします。 

 

 

◆記載例◆ 完成届（様式第７号） 

地番を記入 

会社印を押印 

（会社印がない場合は 

代表者の個人印を押印） 

工事後に転居した場合は、 

転居後の住所を記入 

記入した日の日付 
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◆リフォーム応援事業 Q＆Ａ 

 

「申請者」について 

Q１ 
同居する妻が施工業者とのやり取りをしていますので、「申請者」にしようと思いますが、 

妻は建物の登記名義人ではありません。申請はできますか？ 

A１ 
申請できません。対象住宅の建物の登記名義人で、その住宅に住まわれている方のみ「申請者」 

となります。この場合、「申請者」には該当しません。 

Q２ 現在、申請者（所有者）は市外に単身赴任しています。申請はできますか？ 

A２ 

配偶者が補助対象住宅に居住されている場合は、申請できます。申請時の全書類には、申請者の

現住所（市外）を記入してください。本申請時に提出する住民票は、申請者の方に加え、配偶者

の住民票と関係を確認するため戸籍謄本を提出してください。完納証明書は申請者分を提出して

ください。なお、通知書等の郵便物は、松山市内の自宅へ郵送可能です。 

Q３ 
現在、申請者は松山市外に在住で、リフォーム工事が終わってから補助対象住宅に転居する 

予定です。申請はできますか？ 

A３ 

申請できます。本申請時は現住所の住民票を添付し、実績報告時に転居した住所（松山市） 

の住民票を必ず添付してください。なお、各提出書類の住所ですが、本申請時までは転居前の 

住所で全てご記入いただき、実績報告時の住所は転居後の住所をご記入ください。 

 

事業の利用に関すること 

Q４ ５年前に同事業による補助を受けたか曖昧なのですが、調べてもらうことは出来ますか？ 

A４ 
住宅課でお調べすることは可能です。ただし、原則申請者から直接お問い合わせください。 

施工業者からお問い合わせいただく際は、必ず申請者の了解を得てからお問い合わせください。 

Q５ 工事請負契約を済ませた段階（工事は未着工）や、工事中の場合は申請できますか？ 

A５ 

申請できません。「補助金交付決定通知書」が申請者に届く前に工事請負契約を交わしたり、工事

を着工したりした場合は補助対象外です。また、当選されたとしても、上記等の場合は虚偽の 

申請として扱い、当選及び交付決定を取り消します。 

Q６ 松山市が指定する施工業者はありますか？また、業者を紹介してもらえますか？ 

A６ 市が特定の施工業者の指定や紹介は行っていません。 

 

補助対象住宅について 

Q７ 
リフォーム予定の住宅の建物登記事項証明書を確認すると、「昭和５６年６月２０日新築」 

と記載されています。この場合、申請できますか？ 

A７ 

登記事項証明書では、建物の着工年月日までは確認できませんので、「建築確認通知書」や「建築

確認等記載事項証明書」の建築確認年月日の日付で判断します。なお、同証明書は、建築指導課

で取得することができます。（松山市役所 本館９階 手数料３６０円） 

★よくある質問です。 
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補助対象住宅について 

Q８ 賃貸マンションの中にあるオーナー所有部分のリフォームは、対象になりますか？ 

A８ 自らが居住用にしている部分（占有部分）のみ対象になります。 

Q９ 
リフォーム工事予定の住宅が、建物の登記名義人の父が亡くなったあと、相続手続きが 

完了せず名義人変更ができていません。申請できますか？ 

A９ 本申請時までに、申請者名義に相続登記が完了すれば、申請は可能です。 

Q１０ 
リフォーム工事予定の住宅を今年購入しました。 

まだ登記の名義人変更の手続きは完了していませんが、申請はできますか？ 

A１０ 

申請はできますが、本申請時は住宅の売買契約書のコピーと現状の登記事項証明書（建物）を 

提出してください。また、実績報告時には必ず申請者名義と確認できる登記事項証明書（建物） 

を提出してください。 

 

補助対象工事について 

Q１１ 住宅の１階部分の駐車スペースを塗装する場合、補助対象になりますか？ 

Ａ１１ 構造上、建物と一体（ビルトインガレージ）となっている駐車場の外部塗装は補助対象です。 

Q１２ バルコニー、ウッドデッキの新設工事は補助対象工事になりますか？ 

Ａ１２ エクステリア工事のため補助対象外です。ただし、塗装等の修繕の場合は補助対象です。 

Ｑ１３ 外壁塗装で足場組立のためカーポートの屋根を脱着する場合、工事代は対象になりますか？ 

Ａ１３ 
工事代は対象になります。 

ただし老朽化のため新規の屋根材を付ける場合、材料費は対象外です。 

Q１４ リフォーム工事に伴い外した、エアコン等の機器の復旧工事は対象になりますか？ 

A１４ 
工事に影響が出るために機器を外し、工事後、元の場所に戻す場合の工事は対象です。 

ただし、復旧の際に新しい機器に変える場合、材料費は対象外です。 

Q１５ 
自らがホームセンターなどで材料を購入し、施工業者と工事請負契約は結びません。 

施工する工事は対象になりますか？ 

A１５ 
材料支給の材工分離工事や、申請者自らが施工する場合は対象になりません。 

施工業者と書面による工事請負契約を交わす工事のみ補助対象です。 

 

事前申請・本申請について 

Q１６ 
補助対象工事と補助対象外工事（外構工事）を同時期に予定しています。 

見積書は１つにして提出しても問題ありませんか？ 

A１６ 
問題ありませんが、補助対象工事と対象外工事を含む場合、その内訳（それぞれで税抜金額を 

算出する）を明記してください。 
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事前申請・本申請について 

Ｑ１７ 
外部工事と内部工事で依頼する施工業者が異なります。 

複数の施工業者で申請はできますか？ 

Ａ１７ 
申請はできません。申請できるのは申請者１人につき１社のみです。 

（業者間で話し合い、１社の見積書として申請できる場合は可能です） 

Q１８ 
事前申請をして抽選で当選しましたが、諸事情により工事をしないことになりました。 

何か手続きは必要ですか？ 

A１８ 
本申請をしていない場合は、手続きの必要はありませんが、住宅課へご連絡をお願いします。 

抽選日までに工事取止めが決まった場合も、ご連絡をお願いします。 

Q１９ 
本申請を行い「補助金交付決定通知書」が届きましたが、諸事情により工事をしないこと 

になりました。何か手続きは必要ですか？ 

Ａ１９ 「補助金交付変更（中止）承認申請書」（様式第４号）を住宅課までご提出ください。 

Q２０ 第１期で抽選に落選したのですが、同じ内容で第２期に申請はできますか？ 

A２０ 再度申請はできますが、改めて事前申請の手続きが必要です。 

Ｑ２１ 
事前申請で提出した見積内容から本申請までに変更になり、補助対象工事費が下がりました。 

本申請は可能ですか？ 

Ａ２１ 

本申請は可能ですが、まず事前申請の見積内容で本申請を行い、「補助金交付決定通知書」 

を受け取ってから変更後の見積内容で変更承認申請を行っていただきます。 

工事内容は、できるだけ事前申請提出時点で確定しておくようにしてください。 

 

実績報告について 

Ｑ２２ 
依頼した施工業者は特定の工事請負契約書がないため、契約書を交わす予定がありません。 

実績報告時の添付書類から除外してもいいですか？ 

Ａ２２ 

工事請負契約書（または注文書・請書）のコピーは実績報告時の必須書類ですので、除外はでき

ません。トラブル回避のためにも、契約書は交わすようにしてください。 

特定の書式がない場合は、住宅課のホームページにある参考書式をダウンロードして活用されて

もかまいません。 

Ｑ２３ 
施主（申請者）が入院しており、実績報告の期日までに工事を終えることができません。 

報告期日の延期はできますか？ 

Ａ２３ 

上記などのやむを得ない理由により市が認める場合のみ、報告期日の延期は可能です。 

その場合、事前に住宅課まで必ず連絡していただき、「補助金変更（中止）承認申請書」と 

「工期延期に係る理由書」を記入し提出してください。 

ただし、施工業者の都合による理由（施工者の手配ができないなど）は、原則認めません。 
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加算措置について 

Ｑ２４ 

移住者加算について。 

昨年度、市外から松山市へ転入してきました。賃貸住宅に住んでいましたが、最近住宅を 

購入しリフォームすることになりました。この場合、該当しますか？ 

Ａ２４ 
令和３年４月１日以降、松山市内に転入されていても、補助対象住宅以外に一度住所を 

移している場合、該当しません。市外から補助対象住宅に直接転入された方が該当です。 

Ｑ２５ 

高齢者世帯加算について。 

申請者は７５歳未満ですが、配偶者は７５歳以上で同居しています。 

この場合、該当しますか？ 

Ａ２５ 該当しません。７５歳以上の年齢要件は、申請者の年齢を対象としています。 

Ｑ２６ 

子育て世帯加算について。 

現在、三世代で同居しており、孫二人（１８歳未満）と同居しています。 

息子世帯とは住民票上は世帯分離しています。この場合、該当しますか？  

Ａ２６ 
世帯分離している場合でも、同居していることが確認できる住民票（続柄あり）を提出して 

いただければ該当します。 

Q２７ 

子育て世帯加算について。 

リフォーム工事後に対象住宅に子供世帯が転居してきて、孫二人（１８歳未満）も同居する 

予定です。この場合、該当しますか？ 

A２７ 該当します。実績報告時に、転居してきた方全員の住民票（続柄あり）を添付してください。 

 

補助金交付について 

Q２８ 補助金が交付（口座振込）されるのはいつになりますか？振込日は通知されますか？ 

A２８ 

実績報告書を提出いただいたあと、住宅課で審査し、「補助金交付請求書」を申請者へ郵送しま

す。申請者から返送された「補助金交付請求書」が住宅課に届いてから、約１ヵ月で振り込みい

たしますが、振込日の通知はありません。申請者ご自身で通帳記入等によりご確認ください。 

Q２９ 
施工業者には、補助金分を差し引いた金額で支払うことになっています。 

補助金は、直接施工業者に入金できますか？ 

A２９ 
施工業者への代理受領は可能ですが、別途書類が必要です。 

実績報告時前に住宅課にご相談ください。 

 

その他 

Q３０ 
補助対象工事を行った後に、施工場所に不具合が起こっています。 

松山市から施工業者へ修繕するよう指導してもらえますか？ 

A３０ 

申請者と施工業者とのトラブルについては、双方で問題解決を図ってください。 

松山市が介入することはございません。なお、こうしたトラブル時の相談先として、 

「公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター       0570-016-100」 

がありますので、ご活用ください。 
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◆申請窓口・お問い合わせ先◆ 

松山市役所 開発建築部 住宅課 

〒７９０－８５７１ 

  松山市二番町四丁目７番地２ 市役所本館７階 

  電  話：０８９－９４８－６３４９ 

ＦＡＸ：０８９－９３４－１８０７ 

  e-mail：juutaku@city.matsuyama.ehime.jp 


